
〇2023年10月から

キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」 が始まりました。

〇労働者の収入を増加させる取組 を行った事業主に、労働者１人につき最大50万円 を助成します。

厚生労働省HPへ

この他に「配偶者手当への対応」もあり、各対応の詳細は裏面をご覧ください。



○ キャリアアップ助成金の申請方法や助成額などの詳細については、都道府県労働局
または管轄のハローワークまでお問合せください。
○ 「年収の壁突破・総合相談窓口」（コールセンター）にもご相談いただけます。

0120-030-045 受付時間 平日 ８:３０～１８：１５
（土日・祝日・年末年始（12/29～1/3）はご利用いただけません。）

年収の壁突破・総合相談窓口（フリーダイヤル・無料）

社会保険適用促進手当の詳しいQ&Aは、

厚生労働省
HPへ


